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地域主権戦略大綱（抜粋） 

 

平成２２年６月２２日 

閣 議 決 定 

 

第４ 国の出先機関の原則廃止（抜本的な改革） 

 

１ 改革に取り組む基本姿勢 

 

（１）改革の理念 

国の出先機関について、住民に身近な行政はできる限り地方自治体にゆだねるとい

う「補完性の原則」の下、①国民・住民にとっての国・地方の役割分担の最適化、②

国と地方を通じた政策展開や行政運営の最適化・効率化、③ガバナンスの確保の三つ

の観点を踏まえ、国と地方の役割分担の見直しを行い、国と地方を通じた事務の集約

化等によるスリム化・効率化を図りつつ、事務･権限を地方自治体に移譲することな

どにより抜本的な改革を進め、地域における行政を地方自治体が自主的かつより総合

的に実施できるようにする。 

 

（２）実効性の確保 

こうした理念の下での改革の実を挙げるため、改革の工程を明らかにし、実効に向

けて必要となる種々の条件整備、新たな枠組みやルールの検討・具体化に早急に着手

し、可能なものから、逐次、柔軟かつ段階的に実現していく。 

 

２ 改革の枠組み 

 

（１）進め方の基本 

国の出先機関の抜本的な改革に当たっては、改革の理念に沿って、「原則廃止」の姿

勢の下、ゼロベースで見直すこととし、地方自治体側を始め制度の利用者など広く関

係各方面の意見等をも踏まえつつ、国と地方の役割分担の見直しに伴う事務・権限の

地方自治体への移譲等を進めた上で、それに伴う組織の廃止・整理・合理化等の結論

を得る。 

 

（２）国と地方の役割分担の考え方 

「補完性の原則」に基づき、住民に身近な行政はできる限り地方自治体が担い、国

は、国が本来果たすべき役割（地方自治法第１条の２第２項）を重点的に担うことと

なるよう、現行の国と地方の役割分担を見直す。 

 

（３）個々の事務・権限の取扱い 

国の出先機関の事務･権限については、国と地方の役割分担の考え方を踏まえ、「補
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完性の原則」に基づき、その特性や規模、行政運営の効率性・経済性等の観点から国

の事務･権限とすることが適当と認められる例外的な場合（注）を除き、地方自治体

に移譲することとし、地方の発意による選択的実施や広域的実施体制の整備状況をも

考慮の上、地方自治体へ移譲するものや国に残すものなどの類型に区分した整理（「事

務･権限仕分け」）を行う。 

その際、地域主権改革に資するものであるかどうかの観点から、①国民・住民のニ

ーズや利便性、②地方の自主性・自立性の発揮、③地方自治体による総合行政の確立

を総合的に勘案するものとする。 

 

（注）「事務･権限の特性や規模、行政運営の効率性・経済性等の観点から国の事務･

権限とすることが適当と認められる例外的な場合」については、以下に掲げるも

のなど真にやむを得ないものに限定する。 

① 複数の都道府県に関係する事務･権限の地方移譲に際し、域外権限の付与、自

治体間連携の自発的形成や広域連合などの広域的実施体制等の整備が行われる

こととしてもなお、著しい支障を生じるもの 

② 地方移譲に際し、必要に応じて事務処理等の基準を定め、国の指示等を認め

てもなお、各地方自治体の対応の相違等により著しい支障を生じるもの 

③ 地方移譲に際し、必要に応じて事務処理等の基準を定め、国の指示等を認め

てもなお、緊急時の対応等に著しい支障を生じ、国民の生命・財産に重大な被

害を生じるもの 

④ 事務･権限の的確な執行体制（人材、予算、知見の集積等）の整備が不可欠で

ある一方で、見込まれる事務量等が微少であることにより、地方移譲に伴い行

政効率が著しく非効率とならざるを得ないもの 

 

（４）財源・人員の取扱い 

（財源の取扱い） 

事務･権限の地方自治体への移譲及び国から地方自治体への人員の移管等に際し

ては、改革の理念に沿って、それに伴う財源を確保することとし、必要な措置を講

ずる。 

 

（人員の移管等の取扱い） 

事務・権限の地方自治体への移譲に伴う人員の地方移管等の取扱いについて、技

術や専門性を有する人材活用の観点から、職員の雇用と国と地方を通じた公務能率

の維持・向上、国と地方の対等の立場にも配慮しつつ、次のような方向で、人員の

移管等の仕組みを検討・構築する。 

① 人材の地方自治体への移管等について総合的な調整を行うため、国と地方の双

方の関係者により構成される横断的な体制を整備 

② 人材の地方移管等に当たって必要となる枠組み・ルール等の構築（移管等が必

要となる要員規模の決め方、移管等の方法、身分の取扱い、給与を含む処遇上の

取扱い、退職金の負担等） 
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（５）柔軟な取組み 

（地方の発意による選択的実施） 

事務･権限の地方移譲の実効性を確保する観点から、事務･権限の特性にも留意し

つつ、全国一律・一斉に取り扱うのではなく、地方の発意による選択的実施による

柔軟な取組を可能とする仕組みを検討・構築する。 

 

（広域的実施体制） 

その際、都道府県や市町村の単位を前提とするもののみならず、広域性を有する

事務・権限の地方移譲を推進し、その実効性を確保する観点から、関係する自治体

間の意思決定や責任の所在の明確化にも留意しつつ、自治体間連携の自発的形成や

広域連合など広域的実施体制の整備に応じて、事務･権限の移譲が可能となるような

仕組みも併せて検討・構築する。 

 

（６）今後の改革の進め方 

   （事務・権限仕分けの進め方） 

上記２の（３）の「個々の事務･権限の取扱い」に沿って、以下により、事務･権

限仕分けを行う。 

① 各府省は、地方自治体側の意見･要望等をも踏まえつつ、自らが所管する出先機

関の事務･権限仕分け（「自己仕分け」）を行い、その結果を本年８月末までに地域

主権戦略会議に報告する。 

② 地域主権戦略会議は、当該「自己仕分け」の内容について精査を行い、地域主

権戦略会議としての事務･権限仕分けを行う。 

③ 事務・権限仕分けの区分については、次に掲げるパターンを基本とする。 

Ａ 地方自治体へ移譲するもの 

    ａ 全国一律・一斉に移譲するもの 

ｂ 個々の地方自治体の発意に応じ選択的に移譲するもの 

     ① 現行の行政区域を前提とするもの 

② 都道府県の区域を超える広域的実施体制の整備を前提とするもの 

Ｂ 個々の地方自治体の発意による選択的実施を認め、その試行状況を踏まえて

移譲の可否について判断するもの 

① 現行の行政区域を前提とするもの 

② 都道府県の区域を超える広域的実施体制の整備を前提とするもの 

Ｃ 国に残すもの 

ａ 独法化や民間委託化など実施主体の見直しを検討するもの 

ｂ 本府省への引上げを検討するもの 

ｃ 引き続き出先機関の事務･権限とするもの 

Ｄ 廃止・民営化するもの 

 

   （「アクション・プラン（仮称）」の策定） 



 

 

 4

上記の事務・権限仕分けの結果を踏まえ、個々の出先機関の事務･権限の地方移譲

等の取扱方針及びその実現に向けた工程やスケジュール並びに組織の在り方につい

て明らかにする「アクション・プラン（仮称）」を年内目途に策定する。その際、地

方自治体への移譲等については、地方自治体側の要望をも踏まえ、重点的に取り組

むべき事項の速やかな実施を検討し、平成 23年通常国会への法案提出も含め、可能

なものから速やかに実施することを基本とする。 

 

 

 

 

 

 

 

第７ 直轄事業負担金の廃止 

 

直轄事業負担金については、関係大臣の発意に基づき設置された総務省、財務省、農

林水産省及び国土交通省の４省の大臣政務官による「直轄事業負担金制度等に関するワ

ーキングチーム」において、「直轄事業負担金制度の廃止に向けた工程表（素案）」を決

定するとともに、平成22年度は、維持管理に係る負担金制度を廃止（特定の事業に係る

ものは平成 23年度に廃止）したところである。 

今後、平成 25年度までの間、次のとおり進める。 

・ 直轄事業負担金の問題は、国と地方の役割分担の在り方や今後の社会資本整備の在

り方等、地域主権の実現に関する様々な課題と密接に関連するため、これとの整合性

を確保しながら、関連する諸制度の取扱いを含めて検討を行い、現行の直轄事業負担

金制度の廃止とその後の在り方について結論を得る。このため、同ワーキングチーム

において、必要に応じ地方の意見を聞きながら、検討を進める。 

 

 




